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訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリ 重要事項説明書 

1 事業所の概要 

事業所名 介護老人保健施設 アップル学園前  

指定番号 奈良市 第 ２９５０１８０１３９ 号 

所在地 〒631-0003 奈良市中登美ケ丘 4 丁目 3 

連絡先 
  TEL 0742-81-3035 

  FAX 0742-51-2275 

管理者 築山 幸司 

営業日・営業時間 

営 業 日  月曜日～土曜日 

営 業 時 間  9:00～17:30 

サービス提供時間  9:00～17:30 

休 業 日  日曜日 

年末年始(12 月 30 日から翌年 1 月 3 日まで) 

サービス提供実施地域 

奈良市：北登美ケ丘、東登美ケ丘、中登美ケ丘、西登美ケ丘、登美ケ丘、南登美ケ丘、 

押熊町、神功、右京、朱雀、左京、佐保台、山陵町、秋篠町、中山町、中山町西、 

二名町、松陽台、二名平野、二名、三松、三松ケ丘、鳥見町、二名東町、富雄北、 

富雄川西、富雄元町、三碓、大渕町、学園赤松町、学園緑ヶ丘、学園新田町、 

百楽園、学園北、鶴舞西町、鶴舞東町、学園朝日町、朝日町、あやめ池北、敷島町、 

学園中、学園南、学園大和町、疋田町、若葉台、菅原町、宝来町、帝塚山、 

帝塚山南、帝塚山中町、富雄泉ケ丘、中町、丸山、千代ケ丘、西千代ケ丘、 

藤ノ木台、菅野台 

生駒市： 鹿ノ台北、鹿ノ台西、鹿ノ台東、鹿ノ台南、鹿畑町、北大和、真弓、白庭台、 

上町、あすか野北、あすか野南、あすか台 

京都府精華町：光台、桜ケ丘、 木津川市：兜台、相楽台、木津川台 

 

2 当事業所の法人概要 

事業者名 医療法人 北寿会 

所在地 〒631-0003 奈良市中登美ケ丘 4 丁目 3 

連絡先 
TEL 0742－51－2200 

FAX 0742－51－2201 

法人種別 医療法人 

代表者 理事長 北神 敬司 

法人の行う他の業務 

介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、居

宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、訪問介護、看護小規

模多機能型居宅介護、訪問看護、登美ヶ丘クリニック、ケア人材教育

センター 
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3 職員の体制 

職 種 常 勤 非常勤 

管理者 1  

医師 1  

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 4  

※ 上記は介護保険法上の基準人員数ですので、これを上回る人員配置を行っています 

 

4 事業の目的・運営方針 

事業の目的 利用者に対し、訪問リハビリテーションを提供し、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう支援する 

運営方針 ・ 介護保険法令を遵守する 

・ 利用者の心身の状況や希望、そのおかれている環境等を把握し、要介護状態の

軽減、若しくは悪化の防止に努める 

・ 事業の運営にあたっては、市町村・地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な

連携を図り、サービスの提供に努める 

 

5 サービスの内容 

   訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画の立案・実施 

 

6 サービスの利用料及び利用者負担 

① 介護保険適用サービスの利用料金は、関係法令に基づいて決められています。 

② 介護保険適用サービスについては、利用料金の 9 割が原則介護保険から給付されます。 

※一定の所得以上の方については、利用料金の7割又は8割が介護保険から給付されます。 

   介護保険負担割合については、介護保険負担割合証をご確認下さい。  

③ 介護保険の支払限度額を超えるサービスについては、全額が利用者負担となります。 

 

＜サービス利用料金＞ 

 時間・頻度 
自己負担額 

1 割 2 割 3 割 

訪問リハビリテーション費 [介護] 20 分×2 回 637 円 1273 円 1909 円 

介護予防訪問リハビリテーション費 [予防] 20 分×2 回 616 円 1232 円 1847 円 

・ 通院が困難な利用者に対して、理学療法士、言語聴覚士等が、計画的な医学的管理を行なう事業所の医師の

指示を受け、リハビリテーションを行なう場合 

計画診療未実施減算 [介護・予防] 20 分×2 回 －104 円 －207 円 －310 円 

・ 訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない場合 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) [介護・予防] 20 分×2 回 13 円 25 円 37 円 

・ 勤続年数7年以上の理学療法士、言語聴覚士等がいる場合 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) [介護・予防] 20 分×2 回 7 円 13 円 19 円 

・ 勤続年数3年以上の理学療法士、言語聴覚士等がいる場合 

12 月超減算 [予防] 20 分×2 回 －62 円 －124 円 －186 円 



4 

・ 介護予防訪問リハビリテーションの利用が12月を超えて行なう場合 

移行支援加算 [介護] 1日 18円 35円 53円 

・ 終了者のうち、通所介護などの社会参加へ移行した割合が、5％を超えている事業所の場合 

短期集中リハ加算 [介護・予防] 1日 207円 414円 620円 

・ 病院や介護保険施設から退院・退所した日、または新たに要介護認定を受けた認定日から起算して3月以内の期

間にリハビリテーションを行なう場合 

認知症短期集中リハ加算 [介護] 1 日 248 円 496 円 744 円 

・ 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された場合 

リハマネジメント加算(ｲ) [介護] 1 月 186 円 372 円 558 円 

・ 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、計画を見直していること。 

・ 利用者やケアマネジャー等に対し、必要な支援方法や日常生活上の留意点に関する情報提供を行なうこと。 

・ 担当の療法士がリハビリテーション計画について、説明し、同意を得ること。 

リハマネジメント加算(ﾛ) [介護] 1 月 220 円 440 円 660 円 

・ マネジメント加算(ｲ)の基準に適合すること。 

・ 計画書等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの実施に必要な情報を活用していること。 

 1 月 279 円 558 円 837 円 

・ 事業所の医師がリハビリテーション計画について利用者・家族に説明し、同意を得た場合。 

口腔連携強化加算 [介護・予防] 1 月 52 円 104 円 155 円 

・ 口腔の健康状態の評価し、利用者の同意の上、歯科医療機関およびケアマネジャーに対し、情報提供した場合 

退院時共同指導加算 [介護・予防] 1 回 620 円 1240 円 1860 円 

・ 退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後に、初回の訪問リハビリテーションを行った場合 

高齢者虐待防止未実施減算 [介護・予防] 20 分×2 回 －7 円 －13 円 －19 円 

・ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合（指針の整備、研修など） 

 

7 支払方法 

代金のお支払いについては、口座振替でのお支払いをお願い致しております。ご利用料金は、

月末日締めを致しております。原則翌月 15 日迄に利用料請求書をこちらから郵送致します。 

 お支払いについては、翌月の 27 日（休日の場合は、翌営業日）にご指定の預金口座から自動的

に利用料金を振替てお支払い頂きます。 

 

8 利用者の留意点 

① 利用スケジュールの変更について 

利用者の都合で予定されたサービスを変更する場合は、できるだけ早めにご連絡下さい。 

利用予定日の前日 17時以降に利用中止のお申し出を当事業所宛てにされた場合、取消料とし

て 2,200円（消費税込）をお支払いいただきます。 

 

② 利用中止について 

悪天候（警報発令時等）、天変地変、戦争、暴動、その他不可抗力によりサービス提供が困難

とされる場合は、当事業所の判断によりサービス提供を中止します。 
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③ 訪問時のもてなし辞退 

訪問時に、職員・理学療法士等に対する贈り物や飲食のもてなしは御遠慮いたします。 

 

9 要望及び苦情等の相談 

当事業所は、提供したサービスに苦情がある場合は、事業所管理者にお気軽にご相談下さい。 

速やかに対応いたします。 

 

○当法人が行う事業に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡ください。 

窓  口 連 絡 先 

苦情解決責任者 山田健太郎 

苦情窓口担当者 築山 幸司 

介護老人保健施設アップル学園前 訪問リハビリテーション           

   連絡先  ０７４２－８１－３０３５ 

   ＦＡＸ  ０７４２－５１－２２７５ 

   （受付時間 ９：００～１７：３０） 

 

○介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 

窓  口 連 絡 先 

奈良市介護福祉課 

   連絡先  ０７４２－３４－５４２２ 

   ＦＡＸ  ０７４２－３４－２６２１ 

   受付時間  ８：３０～１７：１５ 

奈良県国民健康保険団体連合会 

連絡先  ０７４４－２１－６８１１ 

ＦＡＸ  ０７４４－２１－６８２２ 

フリーダイヤル ０１２０－２１－６８９９ 

受付時間  ９：００～１７：００ 
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10（別紙①） 

 

利用料及び利用者負担に関する注意事項 

 

(1) 交通費は介護報酬に含まれていますので交通費は無料となります。 

但し、当事業所の通常のサービス実施地域以外にお住いの方は、利用者の了解の上、サービ

ス提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

実費とは、公共交通機関を利用した場合はその実費とし、それ以外の車両等による場合は、

事業所が指定するサービス提供実施地域を超えたところを起点とし、下記の料金をいただき

ます。 

・5km 以内…550 円   ・5km 以上 10km 未満…1,110 円  

・10km 以上の場合は１km 毎に 110 円加算  

    

(2) サービスを提供するにあたって、利用者宅で利用する水道、ガス、電気代の費用は利用者宅

で負担していただきます。 

 

(3) 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただき、要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され

る場合があります。（償還払い）。 

 

11 第三者による評価の実施状況等 

第三者による評価の 

実施状況 

□あり 実施日   年   月   日 

評価機関名  

結果の開示 □あり  □なし 

■なし 
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12（別紙②）      個人情報のお取り扱いについて 

医療法人 北寿会 

介護老人保健施設 アップル学園前 

  

 当事業所は、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族の個人情報を保有して

おります。この書面はこのたびのサービス申し込みに伴い入手する利用者、身元引受人又は利用

者若しくは身元引受人の親族の個人情報の保護とお取り扱いにつきまして、個人情報保護法の規

定に従いご説明するものです。 

 

１．個人情報に対する当事業所の基本的姿勢 

当事業所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、利用者、身元引受人又は利用者若しくは身元引

受人の親族の個人情報を厳重に管理し、これを担保するために「個人情報保護方針」を定め実

行してまいります。 

 

２.当事業所が保有する利用者の個人情報 

（１） 相談の受け付け時に入手する個人情報 

番号 書類名 内容等 

１ 相談表 

居宅介護者サマリー  

 

被保険者番号、保険者番号、保険者、住所、氏名、生年月日、年齢、 

要介護状態区分、認定有効期間、家族構成、既往歴、主訴、ＡＤＬ、 

緊急時の連絡先の住所・氏名・電話番号・続柄等 

２ 介護保険被保険証 

各種減額認定証 

保険者番号、保険者、有効期限、住所、氏名、生年月日、交付年月日、 

要介護状態区分、認定年月日、認定有効期間、種類支給限度基準額、 

認定審査会の意見及びサービスの種類の指定、給付制限、居宅介護支援事業者及び 

その事業所の名称、介護保険施設、（公費）負担者番号、受給番号、減額内容等 

 

（２） サービス利用時に入手する個人情報 
番号 書類名 内容等 

１ 訪問リハビリテーション利用同意書 

介護予防訪問リハビリテーション利用

同意書 

利用年月日、利用者氏名・住所電話番号、身元引受人又は署名代行者氏名・住所・ 

電話番号・続柄、請求書及び領収書送付先の氏名・続柄・住所・電話番号、 

緊急時の連絡先の氏名・続柄・住所・電話番号等 

２ 南都銀行預金口座振替依頼書 

郵便局自動払込利用申込書 

預金者の氏名、契約者の氏名・住所・電話番号、口座振替指定口座の金融機関名・ 

支店名・預金種目・口座番号、自動払込利用申込書の通帳記号・通帳番号・住所・ 

氏名・電話番号・払込開始月・払込日・払込金の種別、ご契約者の住所・氏名・ 

電話番号 

３ 請求書送付先情報 利用者名、支払者名、郵便番号、住所、電話番号、携帯番号 

 

（３）サービス利用中に入手する個人情報 
番号 書類名 内容等 

１ 健康保険被保険者証 

老人医療受給者証、健康手帳 

身体障害者手帳 

識別記号・番号、保険者、有効期限、氏名、生年月日、資格取得年月日、 

交付年月日、世帯主氏名、住所等 

 

 

２ 居宅サービス計画書、 

介護予防サービス支援計画書 

訪問リハビリテーション計画書 

訪問リハビリテーション報告書 

氏名、性別、年齢、生年月日、居宅サービス計画書（１）・（２）、 

週間サービス計画表、サービス担当者会議の要点・照会状、 

リハビリテーション目標、実施内容、経過、特記事項 

 

３ サービス提供票及び別表 

介護予防サービス提供票及び別表 

 

保険者番号、保険者、居宅介護支援事業所名・担当者名、地域包括支援センター名・

担当者名、作成年月日、被保険者番号、氏名、届出年月日、生年月日、性別、 

要介護状態区分、変更後の要介護状態区分・変更日、区分支給限度基準額、 

限度額適用期間、前月までの短期入所利用日数、提供時間帯、サービス内容、 

サービス事業者名、区分支給額管理・利用者負担計算、種類別支給限度管理等 

４ 介護記録 氏名、介護内容、利用者の状況等、 
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３．利用者の個人情報の開示・利用・提供 

（１）サービス利用等の目的のための開示・利用・提供  

サービス利用の申し込み、訪問リハビリ等を通して蓄積された個人情報は、サービス利用等の

ため必要に応じて以下のために利用されます。 

 利用目的 提供先 利用する個人情報 

１ サービス担当者会議など本人の介護方

法を検討し、適切な判断をし、これら

のサービス計画を立てるため 

ケアマネジャー・医師・看護・

リハビリテーション・介護の関

係者 

居宅サービス計画書、訪問リハビリテーション

計画書、護基本情報、介護記録、相談記録等 

２ 利用者に病状の急変が生じた場合の主

治医への連絡及び第三者の評価・意見

を求めるため 

他の医療機関等（医師） 同上 

3 利用者が他の介護サービス等を利用さ

れる場合の情報提供のため及び居宅介

護支援事業所等との連携 

他の事業者 

居宅介護支援事業所等 同上 

 

（２）利用目的以外での開示・利用・提供 

 利用者の個人情報は、利用者の利用等以外に利用料請求、医学研究、教育、行政機関からの 

要請に応じる等のため必要に応じて以下のように利用（提供）されます。 

 利用目的 提供先 利用する個人情報 

１ 利用料請求のため 審査支払機関、保険者等 介護給付明細書（氏名、被保険者番号､請求内

容､請求内訳、請求金額等） 

 

２ 

 

医学研究、学術研究のための提供、共

同利用のため 

他の医療機関、研究機関等 

当事業所の研究者、学会、出版機

関 

 

個別に事前同意を取得します。 

３ 関係行政機関等の要請による照会・届

出・調査・検査・実施指導のため 

厚生労働省、都道府県、市区町村、

審査支払機関、健康保険組合等、

児童相談所、裁判所、配偶者暴力

相談支援センター、警察、医療監

視員、薬事監視員、保護観察所長、

社会保険診療報酬支払基金等 

関係行政機関等からの法令に基づく要請、当事

業所が必要な届出等のために、介護記録等を開

示することがあります。 

４ 外部監査を受けるため 会計監査法人等 外部評価機関から監査の必要性から要請があった

場合、介護記録等を開示することがあります。 

５ 事件捜査、裁判等のため 警察、裁判所、弁護士会等 情報が限定され、かつ当事業所が合理性を認め

た場合、照会してきた機関に介護記録等を開示

することがあります。 

６ 事故報告のため 事業所内委員会、都道府県、市区

町村等 

ご氏名、事故内容等 
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７ 保険会社からの照会に応じるため 生命保険会社、損害保険会社 個別に事前同意を取得します。 

８ 医学研究等の公共的目的とした事業を

遂行するために寄付を求めるため 

他の医療機関、研究機関等 郵便番号、住所、ご氏名 

９ ご家族等へ通知するため 利用者の身元引受人及び家族代

表者、緊急の連絡先に登録のある

方、利用者様が特に指示された方 

病名、症状、経過、見通し等の医療情報、支払

情報を開示することがあります。 

10 実習生の教育のため 当事業所が受け入れた介護の実

習生 

実習目的に応じて相談記録、介護記録等を開示

することがあります。 

①上記のうち２の利用（提供）については、あらかじめ利用者本人に承諾を求めます。利用者

は拒絶することができます。 

 ②上記のうち２の利用（提供）にあたっては、ご住所・ご氏名の匿名化、顔写真のマスキング

を行い、できる限り個人が特定できないように配慮いたします。 

 ③上記のうち８から１０の利用は利用者のお申し出がありました場合は利用を停止します。 

 ④上記のうち承諾が必要な事項のうち、利用者が意思決定能力・判断能力を有しないと当事業

所が判断した場合は身元引受人に対して承諾を求めます。 

  

４．利用者の権利 

 利用者は以下の権利を有します。 

① 当事業所の理学療法士等が作成した訪問リハビリテーション計画書・介護記録等（用紙）

は当事業所の所有ですが、そこに記述されている情報は利用者のものです。 

② 利用者は、利用者の個人情報の開示・利用・提供について制限を求めることができます。 

 ③ 利用者は、当事業所が保有している利用者の個人情報について訂正・追加・削除、消去、利

用停止、第三者への提供の停止を求めることができます。当事業所が負っている法的義務履

行のために応じられない場合もありますので、下記６．お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

５．身元引受人又は利用者若しくは身元引受人の親族の個人情報の開示・利用・提供 

  当事業所が入手する家族様の個人情報については、「３．利用者の個人情報の開示・利用・提

供」に伴って、必要に応じて利用されます。 

 

６．お問い合わせ先 

開示請求、苦情・訂正・利用停止等の申し出は以下にお願いします。 

個人情報管理責任者 管理者 築山 幸司 

苦情・相談窓口  築山 幸司 

電話 ０７４２－８１－３０３５ ＦＡＸ ０７４２－５１－２２７５ 

 

７．当事業所の義務 

当事業所が有する個人情報は極めて高度なプラバシー情報のため、当事業所は以下の義務を 

負います。 

①利用者様の事前の承諾なしに、利用者様の個人情報を本規定及び法令に定める以外に利用、
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開示、提供しません。 

② 利用者様の（介護予防）訪問リハビリを終了後も個人情報を厳重に管理します。 

 ③当事業所の従業者に対して個人情報保護のための教育を定期的に行います。 

④利用者の個人情報を保護するために「セキュリティ管理計画」を立案しセキュリティ対策を

講じます。 

 ⑤利用者の個人情報処理を外部に委託するときは、必要な契約を締結し、適切な管理・監督を

行います。 

 ⑥利用者の個人情報を廃棄するときは、溶解・焼却等の方法により安全かつ完全に削除・消去

いたします。 

 

８．外部委託 

当事業所は一部の業務を外部専門会社に委託しておりますが、それぞれの会社と守秘契約を締

結しています。 

 

 

◆当事業所の「個人情報保護方針」は、事業所内掲示をご参照ください。 



11 

　13　（別紙③）

訪問リハビリテーション　苦情処理フローチャート

③苦情処理ミーティング

④指導助言を ④指導助言を
　　受けての 　　受けての
　改善点の報告 　改善点の報告

①　利用者、自治体、国民健康保険連合会からの苦情・
　　　調査依頼・指導助言等を苦情処理担当者が把握する。
②　苦情処理担当者より管理者に報告する。
③　苦情処理ミーティングを開き、対処方法を検討する。
　　（必要時には担当理学療法士等から聞き取り調査を行なう。）

④　苦情処理ミーティングの結果に基づき担当者が利用者・
　　自治体・国民健康保険連合会へ対処する。
⑤　必要時訪問調査員への教育・指導を行なう。
⑥　④⑤の結果を記載した苦情処理報告書を管理者に提出する。

管理者

利用者 自治体 国保連
①
苦
情

①
文
書
等
提
出
依
頼

①
調
査
等
の
依
頼

①
指
導
助
言

①
調
査
等
へ
の
依
頼

①
指
導
・
助
言

苦情処理担当者

④
調
査
等
へ
の
対
応

苦情処理担当者
⑤教育・指導

指
示

⑥
報
告

②
報
告

国保連

管理者

利用者 自治体

理
学
療
法
士
等

④
善
後
策
報
告

④
文
書
等
提
出

④
調
査
等
の
対
応
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異常事態・事故対応マニュアル

(2) 異常事態発生時の対応経路

　

14(別紙④）

(1) 異常事態発見者の心構え

①あわてない
　担当訪問者は落着いて事故の状況や利用者の急病の状態を観察する。  

②安心感を与える
　事故や急病は本人も驚き不安があるため、安心させるとともに力づけることが大切。  

③協力体制を整える
　他の職員や家族がいれば、すぐ協力を得る。異常時において速やかに対応することは、
　利用者の生命・予後および治療方針に重要な影響を及ぼす。
　適切な対応を責任の明確化のためには利用者や家族の了解および、看護師の判断・医師
　の指示が必要である。

１． 異常事態と事故

利用者の急激な体調の変化等、利用者の身体に関する不測の事態に起因して生じる異常事態
とサービス実施を原因とする事故について、その状況を正しく見極め、適切に対応すること
が重要である。身体の損傷や、過失の有無およびその程度により対応方法が異なる。
(1) 異常事態とは
　適切な対応をすみやかに行わなければ後に障害を残したり、最悪の場合生命を脅かす事
態。
(2) 事故とは
　サービス実施を原因とした過失により生じた事態。例）入浴介助中の転倒、所有物の損壊
や紛失

２． 異常事態・事故発生時の心構えと対応

発 見 ＜緊急性が高いか低いかの判断＞

統括部長に報告

家族不在時

管理者に報告担当責任者に報告

訪看師・主治医・担当CM・担当者・担当

サ責が対応 or 家族・緊急連絡先に連絡

事業所に連絡し担当者・管理者の指示を仰

緊急性が低い緊急性が高い

救急車要請(119

家族・緊急連絡先・事業所に連絡

救急車にて搬送 ※搬送先を事業所に連

発 見 (状況観察) ⇒ 家族に報告・相談
家族在宅時

管理者に報告担当責任者に報告

訪看師・主治医・担当CM・担当H・担当

サ責が対応 or 家族・緊急連絡先に連絡

事業所に連絡し担当者に指示を仰ぐ

緊急性が低い緊急性が高い

救急車要請(119番)

救急車にて搬送 ※搬送先を事業所に

理事長に報告

統括部長に報告 理事長に報告

 


